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不良債権への対応 

　当社は、日本公認会計士協会の実務指針に基づき、金融検査マニュアルを参考に、自己査定基準、償却・引当基準を制定し、

適切な自己査定と適正な償却・引当を実施しております。 

● 金融再生法（金融機能再生緊急措置法）に基づく開示債権（平成18年9月期:部分直接償却後） 

2行合算＋分割子会社 

● リスク管理債権の状況 

金融再生法に基づく開示債権および銀行法に基づくリスク管理債権の相違 
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非分類 ： 回収の危険性または価値の毀損の可能性について問題のない債権 
Ⅱ分類 ： 回収について通常の度合を超える危険を含むと認められる債権 

Ⅲ分類 ： 最終の回収または価値について重大な懸念がある債権 
Ⅳ分類 ： 回収不可能または無価値と判定される債権 

金融再生法
に基づく開
示債権（A） 
破 産 更 生
債権及び 
これらに準
ずる債権 
623

担保・保証 
（B） 

危険債権 
2,201

1,161

59,061

608 431 ― 993 775 64.24

4.56

80.38

要管理債権 
719

正常債権 
65,866

合　計 
69,409

非分類 
63,461

Ⅱ分類 
5,513

Ⅲ分類 
433

Ⅳ分類 
― 

引当金 
（C） 

引当率 
（D） 

保全率 
（E） 

自 己 査 定 に お け る  
債 務 者 区 分  非分類 

214
515 107 100.00 100.00

408 ― ― 

全額引当 全額償却・
引当 

Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 

要注意先 
7,523

要管理先 
1,038

要管理先 
175

要管理債権 
213

要管理債権 
175

要管理債権 
34.72

要管理債権 
54.10要管理先 

863 （要管理先） 
408

（要管理先） 
217

（要管理先） 
34.47

（要管理先） 
60.20

要管理先以外 
6,484

要管理先以外 
2,849

要管理先以外 
3,633

要管理先以外 
4,255

要管理債権 
以下合計 
78.50（部分直接償却後） 

（部分直接償却前） 

要管理債権 
以下合計 
85.97

要管理先以外 
101

破綻先 
173

実質破綻先 
450

正常先 
59,061

合　計 
69,409

破綻懸念先 
2,201

(単位：億円)

(億円) (％)
引当・保全状況 

破綻先債権 延滞債権 3ヵ月以上延滞債権 貸出条件緩和債権 リスク管理債権総額 

分　　類 

引当金・担保・保証等
に よ る 保 全 部 分  

※引当率(Ｄ)＝引当金(Ｃ)÷｛債権額(Ａ)－担保・保証(Ｂ)｝×100 
※保全率(Ｅ)＝｛引当金(Ｃ)＋担保・保証(Ｂ)｝÷債権額(Ａ)×100 
※部分直接償却とは、資産の自己査定により「回収不能または無価値」と判定した担保・保証付債権等について、債権額から担保の評価額または保証等による回収が
可能と認められる額を控除した残額を貸倒償却として債権額から直接減額することをいいます。 

2行合算＋分割子会社 

北陸銀行単体＋分割子会社 

北海道銀行単体 

■ 金融再生法に基づく開示債権 
【法令等の根拠】 
　金融再生法により、平成11年9月期決算以降開示が義務付けられてい
ます。 

【開示対象】 
　貸出金および支払承諾見返、外国為替、未収利息、仮払金、貸付有価証券。 
但し、要管理債権は貸出金のみ。 
【計上の方法】 
　債務者区分に従って、債務者全ての債権を計上します。  
【破産更生債権及びこれらに準ずる債権】 
　破産、会社更生等の事由により経営破綻に陥っているお取引先に対する
債権及びこれらに準ずる債権のことです。 

【危険債権】 
　お取引先が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成
績が悪化し、契約に従った債権の元本及び利息の受取ができない可能性
の高い債権のことです。 
【要管理債権】 
　3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権（「破産更生債権及びこれら
に準ずる債権」及び「危険債権」を除く）のことです。 

■ 銀行法に基づくリスク管理債権 
【法令等の根拠】 
　銀行法により開示が義務付けられています。 

【開示対象】 
　貸出金 
【計上の方法】 
　同一債務者宛債権につき、個々の債権ごとに計上します。 

【破綻先債権】 
　お取引先の倒産などにより、銀行が返済を受けることが困難となる可能性が高い貸出金のことです。 

【延滞債権】 
　お取引先の業績不振などにより、利息の支払を6ヵ月以上受けていないような貸出金のことです。 
【3ヵ月以上延滞債権】 
　元金または利息の支払が3月以上滞っている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものです。 

【貸出条件緩和債権】 
　お取引先の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、
債権放棄その他のお取引先に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延
滞債権に該当しないものです。 

資産の健全性の維持に努めてまいります。 

資産内容と開示債権の状況 

要管理先以外 
2
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（部分直接償却後） 

（部分直接償却前） 

（部分直接償却後） 

（部分直接償却前） 

償却･引当の方針 

※自己査定における要管理先は、金融再生法における要管理債権を有する債務者であり、償却・引当に当たっては、債務者単位で引当金を算出します。 

自己査定における債務者区分 償却･引当方針 

法的、形式的な経営破綻の事実が発生している債務者 破綻先 

正常先 

実質破綻先 

破綻懸念先 

要注意先 

要管理先 

深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にある
債務者 

3ヵ月以上延滞債権または、貸出条件緩和債権のある債務者 

貸出条件、履行状況に問題がある、業況が低調ないし不安定、
または財務内容に問題がある債務者 

業況が良好でかつ財務内容にも特段の問題のない債務者 

経営難の状態にあり、経営改善計画の進捗が芳しくなく、今後
経営破綻に陥る可能性が大きい債務者 

担保、保証で保全されていない債権額に
対し100%を引当 

担保、保証で保全されていない部分に対し、
個別に予想損失額を見積り、引当 
貸倒実績率を基に、今後3年間の予想損失
額を引当 

貸倒実績率を基に、今後1年間の予想損失
額を引当 

金融再生法の開示区分 

破産更生債権及び 
これらに準ずる債権 

危険債権 

要管理債権 

正常債権 

金融再生法
に基づく開
示債権（A） 
破 産 更 生
債権及び 
これらに準
ずる債権 
426

担保・保証 
（B） 

危険債権 
1,431

709

36,550

383 338 ― 644 447 56.96

6.39

76.36

要管理債権 
451

正常債権 
40,943

合　計 
43,251

非分類 
39,433

Ⅱ分類 
3,479

Ⅲ分類 
338

Ⅳ分類 
― 

引当金 
（C） 

引当率 
（D） 

保全率 
（E） 

自 己 査 定 に お け る  
債 務 者 区 分  非分類 

129
353 72 100.00 100.00

296 ― ― 

全額引当 全額償却・
引当 

Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 

要注意先 
4,843

要管理先 
627

要管理先 
124

要管理債権 
142

要管理債権
110

要管理債権
35.89

要管理債権
56.21要管理先 

502 （要管理先） 
273

（要管理先） 
126

（要管理先） 
35.70

（要管理先） 
63.71

要管理先以外 
4,215

要管理先以外 
1,919

要管理先以外 
2,295

要管理先以外 
3,122

要管理債権 
以下合計 
76.79

要管理債権 
以下合計 
86.30

要管理先以外 
69

破綻先 
136

実質破綻先 
289

正常先 
36,550

合　計 
43,251

破綻懸念先 
1,431

(億円) (％)
引当・保全状況 

分　　類 

引当金・担保・保証等
に よ る 保 全 部 分  

金融再生法
に基づく開
示債権（A） 
破 産 更 生
債権及び 
これらに準
ずる債権 
197

担保・保証 
（B） 

危険債権 
770

452

22,510

224 93 ― 348 327 77.81

2.79

87.86

要管理債権 
268

正常債権 
24,923

合　計 
26,158

非分類 
24,028

Ⅱ分類 
2,034

Ⅲ分類 
95

Ⅳ分類 
― 

引当金 
（C） 

引当率 
（D） 

保全率 
（E） 

自 己 査 定 に お け る  
債 務 者 区 分  非分類 

85
161 35 100.00 100.00

111 ― ― 

全額引当 全額償却・
引当 

Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 

要注意先 
2,680

要管理先 
411

要管理先 
51

要管理債権
70

要管理債権
64

要管理債権
32.89

要管理債権
50.54要管理先 

360 （要管理先） 
134

（要管理先） 
90

（要管理先） 
32.89

（要管理先） 
54.86

要管理先以外 
2,268

要管理先以外 
929

要管理先以外 
1,337

要管理先以外 
1,132

要管理債権 
以下合計 
81.70

要管理債権 
以下合計 
85.11

要管理先以外 
31

破綻先 
36

実質破綻先 
160

正常先 
22,510

合　計 
26,158

破綻懸念先 
770

(億円) (％)
引当・保全状況 

分　　類 

引当金・担保・保証等
に よ る 保 全 部 分  

● 金融再生法（金融機能再生緊急措置法）に基づく開示債権（平成18年9月期:部分直接償却後） 

北陸銀行単体＋分割子会社 

● 金融再生法（金融機能再生緊急措置法）に基づく開示債権（平成18年9月期:部分直接償却後） 

北海道銀行単体 

要管理先以外 
2




